
日
本
国
憲
法
、

今
も
最
先
端
！
　

世
界
の
全
て
の
憲
法

「１
８
８
ヵ
国
」
を
分
析

◆
「
朝
日
新
聞
」
（2

0
1

2
.5

.3

）

は
、
米
法
学
者
ら
が
、
成
文
化
さ

れ
た
世
界
の
「
全
て
の
憲
法
」
１

８
８
ヵ
国
分
を
分
析
し
た
結
果
、

「
日
本
国
憲
法
」
が
、
世
界
で
「
今

も
最
先
端
の
憲
法
」
で
あ
る
と
評

価
し
て
い
る
【
世
界
発
（
ワ
シ
ン

ト
ン
）
】
記
事
を
掲
載
。

世
界
の
人
権

上
位
１
９
項
目

全
て
満
た
す
先
進
ぶ
り

(

ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
・
ロ
ー
教
授) 

◆
記
事
に
よ
る
と
、
ワ
シ
ン
ト
ン

大
学
の
ロ
ー
教
授
は
「
日
本
国
憲

法
の
最
大
の
特
徴
は
、
改
正
さ
れ

ず
、
手
つ
か
ず
で
生
き
続
け
た
長

さ
」
と
語
り
、
「
現
存
す
る
憲
法

の
中
で
は
『
最
高
齢
』
だ
。…

だ

か
ら
と
言
っ
て
内
容
が
古
び
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
、

世
界
で
い
ま
主
流
に
な
っ
た
人
権

の
上
位
１
９
項
目
ま
で
を
す
べ
て

満
た
す
先
進
ぶ
り
」
だ
と
指
摘
。

ま
た

バ
ー
ジ
ニ

ア
大
学
の
バ
ー
ス
テ
ィ
ー
グ
準
教

授
は
「
６
５
年
も
前
に
画
期
的
な

人
権
の
先
取
り
を
し
た
と
て
も
ユ

ニ
ー
ク
な
憲
法
だ
」
と
話
す
。

日
本
の
憲
法
が

変
わ
ら
ず
に
き
た

最
大
の
理
由
は

国
民
の
自
主
的
な
支
持
が

強
固
だ
っ
た
か
ら

(

ロ
ー
教
授) 

◆
ま
た
９
条
を
め
ぐ
っ
て
「
解
釈

改
憲
」
に
よ
り
自
衛
隊
の
海
外
派

遣
な
ど
の
問
題
を
は
じ
め
、
「
日

本
で
は
米
国
の
『
押
し
つ
け
』
憲

法
を
捨
て
て
、
自
主
憲
法
を
つ
く

る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
に
つ
い

て
、
ロ
ー
教
授
は
「
奇
妙
な
こ
と

だ
」、
「
日
本
の
憲
法
が
変
わ
ら
ず

に
き
た
最
大
の
理
由
は
、
国
民
の

自
主
的
な
支
持
が
強
固
だ
っ
た
か

ら
。
経
済
発
展
と
平
和
の
維
持
に

貢
献
し
て
き
た
成
功
モ
デ
ル
。
そ

れ
を
あ
え
て
変
更
す
る
政
争
の
道

を
選
ば
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
人

の
賢
明
さ
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」
と
語
っ
て
い
る
。

日
本
国
憲
法

海
外
で
最
高
の
評
価 「９条の会 ・八王子市内連絡会」 ニュース（2013 年 6 月）

連絡先 ： 電話＆fax　042-636-9952　（メール ： qjo_8oji@yahoo.co.jp）

★ 

憲
法
は
、

主
権
者
国
民
が
国
に

守
ら
せ
る
も
の
＝
「
立
憲
主
義
」

●
憲
法
は
、
法
律
と
は
違
い
、
政
府
な
ど
「
国

家
権
力
」
が
勝
手
な
こ
と
を
し
な
い
よ
う

に
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
「
国
」
に
守

ら
せ
る
最
高
法
規
。

●
改
憲
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
憲
法
改
正
を
し

た
国
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ハ
ー
ド
ル
が
高
い

の
は
、
立
憲
主
義
の
世
界
で
は
常
識
。

●
韓
国
で
も
３
分
の
２
以
上
で
、
国
民
の
過

半
数
の
賛
成
が
条
件
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、

上
下
両
院
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
と
、
州

議
会
の
４
分
の
３
以
上
の
賛
成
が
条
件
。

★ 

勝
つ
た
め
の
ル
ー
ル
改
正
な
ど
、

ス
ポ
ー
ツ
で
も
許
さ
れ
な
い
！

●
自
民
・
日
本
維
新
・
み
ん
な
の
党
な
ど
の

９
６
条
改
正
と
は
、
ハ
ー
ド
ル
を
「
３
分

の
２
以
上
」
か
ら｢

２
分
の
１
以
上｣

に
引

き
下
げ
、
過
半
数
さ
え
あ
れ
ば
、
い
つ
で

も
改
憲
を
可
能
に
す
る
も
の
。

●
ス
ポ
ー
ツ
で
も
、
勝
つ
た
め
に
ル
ー
ル
改

正
し
た
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
で
な
く
な
り
ま
す
。

●
同
じ
様
に
「
憲
法
が
憲
法
で
な
く
な
る
」

９
６
条
改
正
は
「
邪
道
中
の
邪
道
」
で
す
。

●
「
改
憲
論
者
」
の
憲
法
学
者
か
ら
も
、

　

「
立
憲
主
義
の
破
壊
だ
！

」
と
猛
烈
な
反

対
の
声
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。

９
条
こ
そ

　

平
和

 

へ
の
道

八王子市内の「９条の会」：◆打越・片倉・北野憲法９条の会　◆宇津木台９条の会　◆川口憲法
９条の会　◆絹ヶ丘・北野台憲法９条の会　◆首都大学東京教職員９条の会　◆城山９条の会　◆
高尾憲法 9 条を守る会　◆中央大学教員９条の会　◆中央大学９条の会（学生）　◆長沼憲法９条
の会　◆西八王子憲法９条を守る会◆別所憲法９条の会　◆南大沢憲法９条の会　◆みなみ野憲法
９条の会　◆元八王子東９条の会　◆由木９条の会　●八王子憲法９条の会　
※大江健三郎さんをはじめ９氏のアピールに応えて 「９条の会」 はいま全国で７.５００を超えています。
　「９条」 を持つ 「日本国憲法」 をまもり　生かすために、 あなたもぜひ９条の会に参加しませんか？

＝ 

２
０
１
２
年
・
第
１
５
回
八
王
子

　
　

「
平
和
を
愛
す
る
文
化
祭
」
メ
ッ
セ
ー
ジ
よ
り 

＝

憲
法
が　

本
当
に
生
か
さ
れ
て
い
た
ら

国
民
主
権
は　

厳
格
に
守
ら
れ

安
全
神
話
な
ど　

嘘
や
ご
ま
か
し
は
許
さ
れ
ず

悲
惨
な　

原
発
事
故
は
起
こ
ら
な
か
っ
た

憲
法
が　

本
当
に
生
か
さ
れ
て
い
た
ら

人
権
は　

尊
重
さ
れ

働
い
て
も　

働
い
て
も　

生
活
で
き
な
い

こ
ん
な
に
ひ
ど
い　

格
差
社
会
に
は
な
ら
な
か
っ
た

世
界
一　

危
険
な
米
軍
基
地
に

六
十
七
年
間　

苦
し
め
ら
れ
て
き
た
沖
縄…

憲
法
が　

本
当
に
生
か
さ
れ
て
い
た
ら

基
地
の
な
い　

世
界
一　

美
し
く　

平
和
な

「
沖
縄
と
日
本
」
が　

実
現
し
て
い
た
に
違
い
な
い

こ
の
「
平
和
憲
法
」
を
生
か
し
て
こ
そ

子
ど
も
と　

若
者
た
ち
の
未
来
が
あ
る

こ
の
「
平
和
憲
法
」
を
生
か
し
て
こ
そ

誰
も
が　

安
心
し
て
暮
ら
せ
る　

社
会
が
あ
る

改憲ハードルを下げる 「96条」改正とは

「憲法が憲法でなくなる」 こと⇒立憲主義の崩壊

変えたら大変‼

　　日本国憲法

この夏の国政をめぐる選択

＝憲法が重大争点に＝



自
民
党
が
、
昨
年
の
４
月
２
７
日
に

発
表
し
た｢

日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」

の
内
容
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
！

①
戦
前
の
よ
う
に

天
皇
を

「元
首
」
化

◆
前
文
で
天
皇
中
心
の
国
家
を
説
き
、

第
一
章
で
「
天
皇
は
、
日
本
国
の
元
首
」

と
明
記
。
◆
天
皇
中
心
の
文
化
と
国
家
の

維
持
継
承
を
国
民
に
義
務
付
け
「
主
権

在
民
」
の
立
場
を
弱
め
、
歴
史
に
逆
行
。

②
憲
法
前
文
か
ら

　

「侵
略
戦
争
の
反
省
と

　

不
戦
平
和
の
誓
い
」
削
除

◆
前
文
か
ら
「
侵
略
戦
争
の
反
省
と
不

戦
平
和
の
誓
い
」
な
ど
す
べ
て
削
除
。

国
民
に
国
土
防
衛
を
求
め
る
規
定
創
設
。

　

◆
戦
前
「
天
皇
の
た
め
、
お
国
の
た
め

に
死
ぬ
こ
と
こ
そ
本
望
」
と
教
え
た
「
軍

国
主
義
教
育
」
を
想
い
起
さ
せ
る
。

③
前
文
か
ら

「平
和
的
生
存
権
」
を
削
除

◆
前
文
か
ら
「
平
和
的
生

存
権
」
を
削
除
。
国
民
に

自
助
・
共
助
を
要
求
し
て

国
の
社
会
保
障
責
任
を
放

棄
。

④
第
二
章｢

戦
争
の
放
棄｣

を

　
　

｢

安
全
保
障｣

に
書
き
換
え

 

要
の｢

９
条
２
項｣

を
削
除
し

戦
争
出
来
る｢

国
防
軍｣

創
設

◆
ま
た
９
条
表
題
か
ら
「
戦
争
の
放
棄

と
戦
力
及
び
交
戦
権
の
否
認
」
を
削
除

し
「
平
和
主
義
」
に
変
更
。

◆
海
外
派
兵
や
戦
争
の
「
歯
止
め
」

で
も
あ
る
「
９
条
２
項
」
を
全
文
削

除
し
、
戦
争
が
出
来
る
「
自
衛
権
の

発
動
」
に
書
換
え
。

◆
新
た
に
「
第
９
条
の
二
」
を
書
き

加
え
『
国
防
軍
』
を
創
設
。

◆
戦
争
を
す
る
上
で
障
害
と
な
っ
て

き
た
「
憲
法
上
の
制
約
」
を
全
て
取

り
払
っ
て
、
米
国
に
追
随
し
て
戦
争

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

⑤
憲
法
に
軍
の
機
密
保
持
を

　

新
設
。
知
る
権
利
を
剥
奪
。

　

国
民
に
は
軍
事
活
動
へ
の
協

　

力
義
務
。…

軍
法
会
議
や

　

憲
兵
隊
復
活
の
危
険
。

◆
９
条
に
軍
の
機
密
保
持
の
項
を
新
設

し
て
「
国
民
の
知
る
権
利
」
を
制
限
。

◆
国
民
を
軍
事
活
動
に
協
力
さ
せ
る
。

◆
軍
警
察
＝
憲
兵
隊
の
復
活
や
、
一
般

市
民
の
思
想
・
行
動
も
監
視
さ
れ
「
軍

法
会
議
」
に
か
け
ら
れ
る
危
険
。

⑥
表
現
・
結
社
の
自
由
制
限
、

　

政
党
へ
の
権
力
介
入
の
危
険

◆
政
府
の
判
断
に
よ
る
「
公
益
及
び
公

の
秩
序
」
を
理
由
に
し
て
、
表
現
・
結

社
の
自
由
が
制
限
さ
れ
、
戦
前
の
「
治

安
維
持
法
」
に
通
じ
る
思
想
介
入
や
弾

圧
な
ど
の
危
険
。

◆
ま
た
新
た
に
「
政
党
」
条
項
を
創
設
し
、

政
権
を
批
判
す
る
政
党
な
ど
を
敵
視
し
、

権
力
介
入
の
意
図
も
明
白
。

⑦
国
家
が
家
族
に
干
渉

戦
前
の
古
い
価
値
観
が
復
活

◆
「
家
族
」
の
項
を
２

４
条
に
挿
入
。
◆
お
上

か
ら
「
家
族
は
互
い
に

助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
要
求
し
て
、

第
２
５
条
か
ら
「
国
民

生
活
の
社
会
的
進
歩
向

上
に
努
め
る
国
の
義

務
」
を
削
除
。
国
の
義

務
を
放
棄
し
、
個
々
の

家
族
に
責
任
を
転
嫁
。

⑧
勤
労
者
の
団
結
権
・
結
社

　

・
労
働
基
本
権
の
制
限

（２
８
条
の
２
）

⑨
「緊
急
事
態
条
項
」
新
設

大
幅
な
人
権
抑
圧
の
危
険

（９
８
条
・
９
９
条
）

◆
第
九
章
に
「
緊
急
事
態
」
条
項
新
設
。

◆
緊
急
事
態
を
口
実
に
、
人
権
の
停
止
・

服
従
義
務
な
ど
、
国
民
の
人
権
が
大
幅

に
抑
圧
さ
れ
る
危
険

◆
戒
厳
令
？

⑩
内
閣
総
理
大
臣
の

権
限
を
強
化
・
強
権
政
治
へ

　
　
　
　
　
　

⇒

国
会
の
形
骸
化

（７
２
条
・
６
３
条
２
項
・
５
６
条
）

◆
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
強
化
。
閣
議

決
定
抜
き
で
単
独
指
揮
を
可
能
に
。

◆
総
理
大
臣
、
国
務
大
臣
の
国
会
出
席

義
務
を
免
除
。
議
事
の
定
足
数
３
分
の

１
を
緩
和
し
、
議
決
時
だ
け
の
要
件
と

す
る
。
◆
国
会
が
形
骸
化
。

⑪
地
方
自
治
体
と
住
民
に

差
別
と
負
担
を
義
務
化

（９
２
条
・
９
３
条
）

⑫
立
憲
主
義
の
否
定
＝

　

改
憲
ハ
ー
ド
ル
の
引
き
下
げ

（
９
６
条
）

◆
「
改
憲
発
議
」
要
件
を
「
３
分
の
２
」

か
ら
「
２
分
の
１
」
に
緩
和
。
◆
「
国
民

に
提
案
し
て…

過
半
数
の
賛
成
を
必
要

と
す
る
」
を
「
有
効
投
票
の
過
半
数
の

賛
成
を
必
要
と
す
る
」
に
変
更
。

◆
投
票
率
が
低
け
れ
ば
、
賛
成
が
国
民

の
「
数
分
の
１
」
で
あ
っ
て
も
改
憲
が

可
能
と
な
る
。

⑬
第
十
章｢

最
高
法
規｣

か
ら

「基
本
的
人
権
」
を

全
文
削
除　
　
　
　

 

（
９
７
条
）

※

９
７
条
「
こ
の
憲
法
が
日
本
国

民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、

人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得

の
努
力
の
成
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
練 

 
 
 

に
堪
へ
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民

に
対
し
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い

永
久
の
権
利
と
し
て
信
託
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
」
を
全
文
削
除

★
天
皇
を
元
首
化 

★「
戦
争
放
棄
」
を
削
除
し
「
国
防
軍
」
創
設

★
国
民
に
軍
事
活
動
へ
の
協
力
義
務　

★
国
民
の
知
る
権
利
制
限

★
表
現
及
び
結
社
の
自
由
制
限　

★
軍
法
会
議
や
憲
兵
隊
の
復

活
・
大
幅
な
人
権
抑
圧
の
危
険　

★
基
本
的
人
権
を
否
定
し
て
国

の
義
務
を
削
除　

★
首
相
の
強
権
政
治
と
国
会
の
形
骸
化…

な
ど

　

な
ぜ …

 

？　

　

Ｔ
Ｖ
な
ど
、
マ
ス
コ
ミ
が
報
道
し
な
い　

　
　

『自
民
党
改
憲
案
』
の
恐
ろ
し
い
中
身

 
 

　…

こ
の
道
は
、
い
つ
か
来
た
道

▶ヨーロッパでは、ドイツが過去の
侵略戦争を反省し、今なおナチスの
犯罪を追及しています。

▶しかし安倍首相は、従軍慰安婦の
問題や南京大虐殺の問題でも、それ
が無かったこととして、過去の侵略
戦争への反省を全くしていません。

▶そればかりか、あの侵略戦争を肯
定し、美化している靖国神社への閣
僚参拝など、日本政府の姿勢がいま
世界中で非難されています。

▶こうした態度では、いくら領土問
題で主張しても、アジアからも世界
からも日本は信用されません。

▶過去の侵略戦争を真摯に反省して
こそ、相手国との信頼関係も生まれ、
また憲法９条に基づく平和外交の努
力によってこそ、お互いに納得ゆく
解決の道が生まれるのです。

領土問題でも

　過去の侵略戦争を反省し

憲法９条を生かした

　平和外交でこそ解決可能

米紙ロサンゼルス・タイムズ（1/11電子版）
は 「安倍首相が憲法の平和条項として世界
的に有名な９条改定を表明した」 と改憲の
動きに注目し 「自民党は権威主義的で軍国
主義的な日本の土台をつくろうと企ててい
る」 と指摘して｢世界中の人権擁護団体は、
自民党の改憲に対して世論を動員しなけれ
ばならない｣と警鐘を打ち鳴らしています。

ロサンゼルス・タイムズ
2013.1.11　電子版
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▶ところが、安倍政権は反省するどこ
ろか、領土問題や北朝鮮問題などを
軍備増強の好機ととらえ、危機感を
煽り、「防衛費の大幅増額」など軍
事的対応を一層強めています。それ
では緊張を高めるだけです。

▶イラクやアフガンを見ても、軍事優
先の道は「泥沼化の道」であり、ま
た北朝鮮などの軍事挑発もアジアと
世界から「孤立する道」です。

▶武力衝突で莫大な利益を上げるの
は、一部の権力者と「軍需産業・巨
大企業・大資産家」だけであり、犠
牲になるのは、圧倒的多数の私たち
国民です

▶２１世紀の今、日本国憲法９条に基
づく平和外交のねばり強い努力こそ
が確かな未来を拓く道です。

軍事優先は時代に逆行

憲法９条の道こそ

未来へつながる確かな道


